
議
案
第
49
号

問　

実
際
に
制
度
に
つ
い

て
説
明
す
る
の
は
、
任
命

権
者
で
は
な
く
、
職
場
の

長
に
な
る
の
か
。

答　

任
命
権
者
に
申
し
出

る
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、

ま
ず
は
、
職
場
の
上
司
に

申
し
出
る
と
い
う
こ
と
に

な
り
ま
す
。

全
員
賛
成
で
可
決

議
案
第
50
号

問　

部
分
休
業
と
は
、
基

本
的
に
有
給
で
す
か
。

答　

部
分
休
業
と
い
う
の

は
無
給
に
な
り
ま
す
。

全
員
賛
成
で
可
決

議
案
第
51
号

問　

特
定
親
族
特
別
控
除

が
新
設
さ
れ
た
こ
と
で
、

特
定
親
族
と
は
。
地
方
税

法
第
３
１
４
条
の
2
第
１

項
第
12
号
に
規
定
さ
れ
る

と
書
か
れ
て
い
る
内
容
は
。

総務
常任委員会

付託案件　４件

付託案件　２件

福祉教育
常任委員会

議
案
第
48
号

問　

基
金
の
上
限
金
額
の

目
安
は
あ
る
の
か
。

答　

令
和
6
年
の
決
算
に

お
い
て
多
額
の
剰
余
金
が

出
ま
し
た
が
、
特
別
会
計

に
置
き
換
え
る
と
予
備
費

に
充
当
さ
れ
る
こ
と
に
な

り
ま
す
の
で
、
一
旦
基
金

に
入
れ
て
、
不
足
し
た
場

合
に
繰
り
入
れ
す
る
形
に

し
て
い
ま
す
。
貯
め
る
目

的
で
は
な
い
の
で
上
限
な

ど
も
あ
り
ま
せ
ん
。

問　

基
金
残
高
が
な
く
な

れ
ば
廃
止
す
る
の
か
。

答　

一
定
期
間
を
見
て
不

必
要
に
な
れ
ば
基
金
の
廃

止
も
考
え
ら
れ
ま
す
。

全
員
賛
成
で
可
決

議
案
第
76
号

問　

前
回（
令
和
2
年
度
）

よ
り
購
入
台
数
が
増
え
て

い
る
の
は
。

議
案
第
52
号

　
湖
南
市
移
動
等
円
滑
化

の
た
め
に
必
要
な
特
定
公

園
施
設
の
設
置
に
関
す
る

基
準
を
定
め
る
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
の
制

定
に
つ
い
て全員

賛
成
で
可
決

産業経済
常任委員会

付託案件　１件

答　

税
金
を
納
め
て
い
る

人
に
扶
養
家
族
が
い
る
場

合
、
一
般
控
除
や
配
偶
者

控
除
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な

控
除
が
設
け
ら
れ
て
い
ま

す
。
大
学
生
の
年
代
の
人

は
、
特
定
特
別
控
除
の
対

象
と
な
り
ま
す
。

全
員
賛
成
で
可
決

議
案
第
77
号

問　

現
在
、
菩
提
寺
と
い

う
町
名
は
他
に
も
あ
る
の

か
。

答　

旧
の
在
所
の
菩
提
寺

と
い
う
所
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
一
部
大
字
菩
提
寺

で
残
っ
て
い
る
地
域
も
あ

り
ま
す
。全

員
賛
成
で
可
決

答　

児
童
生
徒
数
は
減
っ

て
い
ま
す
が
、
児
童
生
徒

数
の
15
％
ま
で
の
予
備
台

数
が
国
か
ら
認
め
ら
れ
て

お
り
、
湖
南
市
で
は
5
％

を
見
込
ん
で
購
入
し
ま
し

た
。
よ
っ
て
、
前
回
は
各

校
２
台
の
予
備
数
で
し
た

が
、
今
回
は
各
ク
ラ
ス
１

台
ぐ
ら
い
が
見
込
め
ま
す
。

問　

ど
の
く
ら
い
の
修
理

台
数
が
あ
っ
た
の
か
。

答　

令
和
３
年
度
28
台
、

令
和
４
年
度
31
台
、
令
和

５
年
度
58
台
、
令
和
６
年

度
71
台
。
老
朽
化
し
て
く

る
と
修
理
台
数
も
増
え
ま

す
し
、
今
後
持
ち
帰
り
が

進
む
と
故
障
率
も
あ
が
る

と
考
え
て
い
ま
す
。

全
員
賛
成
で
可
決

公
職
選
挙
法
の
規
定
に

よ
り
、
議
員
が
不
特
定
多

数
の
市
民
に
年
賀
状
を
出

す
こ
と
や
、
歳
暮
・
年
賀

な
ど
の
物
を
送
る
寄
附
、

地
域
へ
の
催
し
物
へ
寸
志

な
ど
を
出
す
こ
と
は
禁
止

さ
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
議
員
に
対
し
、

寄
附
を
出
す
よ
う
に
勧
誘

す
る
、
ま
た
は
要
求
す
る

こ
と
も
法
律
で
禁
止
さ
れ

て
い
ま
す
。

皆
様
の
ご
理
解
・
ご
協

力
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

議
員
の
寄
附
行
為
の

議
員
の
寄
附
行
為
の

禁
止
に
つ
い
て

禁
止
に
つ
い
て

年賀

お
歳
暮
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